
大川広域行政組合職員の分限に関する手続及び効果に関する規則 

 

- 1 - 

 

 

大川広域行政組合職員の分限に関する手続及び効果に関する規則 

 

  
平成17年 8月31日
規 則 第 13 号

  

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、大川広域行政組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例（昭和４７

年大川地区広域行政振興整備事務組合条例第６号。以下「条例」という。）第５条の規定に基づ

き、必要な事項を定めるものとする。  

 （診断書） 

第２条 任命権者は条例第２条第１項の規定により、医師２名を指定して診断を行わせた場合には、

病名及び病状の外、その職員が引き続き職務の遂行ができるかどうかについての具体的な意見を、

書面をもって当該医師より徴しなければならない。 

 （書面の交付及びその写しの提出） 

第３条 条例第２条第２項に規定する書面の交付は、当該職員に直接行わなければならない。ただ

し、直接に交付し難い場合には、配達証明郵便等確実な方法により送達するものとする。 

２ 任命権者は、前項に規定する書面を交付したときは、速やかに書面の写しを公平委員会に提出

しなければならない。 

 （診断又は報告） 

第４条 任命権者は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「地公法」という。）第２

８条第２項第１号に該当して休職中の者に対し、必要と認めるときは、医師を指定して診断を行

わせ、又は医師の診断による病状の報告を求めることができる。 

 （休職期間中の更新） 

第５条 条例第３条第１項の規定による休職の期間が３年に満たない場合においては、任命権者は、

必要に応じ、その休職を発令した日から引き続き３年を超えない範囲内において、これを更新す

ることができる。 

 （復職及び更新の手続並びに期間の通算） 

第６条 任命権者は、条例第３条第２項の規定により休職者を復帰させるとき、又は前条の規定に

より休職期間を更新するときは、医師２名を指定してその診断の結果に基づき、これを行わなけ

ればならない。 

２ 休職処分に付された職員が条例第３条第２項の規定による復職後、再び同一疾患により休職処

分に付された場合には、その者の休職期間は復職前の休職期間に引続いたものとみなす。ただし、

復職後６月を経過しているときはこの限りでない。 

 （休職理由の消滅） 

第７条 休職者は、休職の理由が消滅したと認めるときは、その旨を任命権者に申し出なければな

らない。 

２ 任命権者は、前項の申出があったときは、速やかに前条の規定により復職の手続を行わなけれ

ばならない。 
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 （処分説明書及びその写しの提出） 

第８条 地公法第４９条第１項又は第３項の規定により当該職員に交付すべき説明書は、別記様式

によるものとする。 

２ 任命権者は、前項の説明書を当該職員に交付した場合には、速やかにその写しを公平委員会に

提出しなければならない。 

   附 則 

 この規則は、平成１７年９月１日から施行する。 



大川広域行政組合職員の分限に関する手続及び効果に関する規則 

 

- 3 - 

 

別記様式（第８条関係） 

処分説明書 

被 処 分 者 

所 属  

職 名  

氏名（ふりがな）  

生 年 月 日 年   月   日 

級 及 び 号 給 級      号給 

処分の内容 

処 分 発 令 日 年   月   日 

処 分 効 力 発 生 日 年   月   日 

処分説明書交付日 年   月   日 

根 拠 法 令  

処分の種類及び程度
地方公務員法第２８条第 項第 号により、    

         する。 

処分の理由 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（教示） この処分について不服があるときは、地方公務員法第４９条の２及び第４９条の３の規

定により、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に、公平委員

会に対し不服の申立てをすることができます。ただし、この期間内であっても処分のあっ

た日の翌日から起算して１年を経過した後はすることができません。 

処 分 者 
職 氏 名                         印 

 


